
平
成
二
十
八
年
五
月
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十
日
提
出

質

問

第

三

一

九

号

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
臨
床
実
習
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
臨
床
実
習
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
の
臨
床
実
習
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
八
年
三
月
九
日
付
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
を
踏
ま

え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

無
資
格
診
療
の
疑
い
に
つ
い
て

一
）

理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
お
い
て
、
学
生
が
患
者
に
理
学
療
法
等
行
為
を
実
施
し
な
け
れ
ば
達
成
で
き
な
い

教
育
上
の
目
的
は
何
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二
）

理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
お
い
て
、
学
生
が
患
者
に
理
学
療
法
等
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
医
学
生
や
看
護
学
生
の
臨
床
及
び
臨
地
実
習
と
同
様
に
、
侵
襲
性
の
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
一
定
の
も
の
に
限
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
関
し
て
侵
襲
性
の
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
技
術
項
目
と
は
何

か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三
）

理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
お
い
て
、
学
生
が
患
者
に
理
学
療
法
等
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
医
学
生
や
看
護
学
生
の
臨
床
及
び
臨
地
実
習
と
同
様
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
指
導
者
に
よ
る
き
め
細
か
な

指
導
・
監
督
の
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
地
で
の
指
導
体
制
は
ど
の
よ

一



う
に
あ
る
べ
き
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四
）

理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
お
い
て
、
学
生
が
患
者
に
理
学
療
法
等
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
医
学
生
や
看
護
学
生
の
臨
床
及
び
臨
地
実
習
と
同
様
に
、
学
生
の
技
量
の
修
得
が
実
践
可
能
な
水
準
に
達
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
前
の
技
量
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
を
行

う
べ
き
な
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

五
）

理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
お
い
て
、
学
生
が
患
者
に
理
学
療
法
等
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
医
学
生
や
看
護
学
生
の
臨
床
及
び
臨
地
実
習
と
同
様
に
、
患
者
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
が
、
患
者
の
同
意

は
ど
の
よ
う
に
し
て
取
ら
れ
る
べ
き
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六
）

右
記
の
一
）
か
ら
五
）
が
具
体
的
に
示
さ
れ
担
保
さ
れ
な
い
限
り
は
、
学
生
が
行
う
理
学
療
法
等
行
為
は
理
学
療
法

士
等
が
行
う
理
学
療
法
等
行
為
と
同
程
度
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
保
障
は
な
い
。
理
学
療
法
等
学
生
が
臨
床
実
習
で

患
者
を
担
当
し
て
一
連
の
理
学
療
法
を
実
施
す
る
の
は
、
患
者
の
安
全
性
確
保
の
点
か
ら
不
適
切
で
あ
り
、
現
状
の
臨

床
実
習
は
直
ち
に
中
止
し
、
資
格
取
得
後
の
研
修
へ
切
り
替
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

七
）

そ
も
そ
も
、
理
学
療
法
士
等
が
実
施
し
た
検
査
・
評
価
・
治
療
・
訓
練
は
全
て
保
険
医
が
承
認
し
て
初
め
て
診
療
報

二



酬
請
求
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
理
学
療
法
士
等
の
資
格
の
な
い
学
生
の
行
為
に
つ
い
て
診
療
報
酬
を
請
求
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
違
法
性
は
な
い
と
す
る
根
拠
は
何
か
。

八
）

患
者
に
と
っ
て
治
療
の
本
来
の
目
的
は
病
気
の
治
癒
及
び
症
状
の
改
善
で
あ
り
、
理
学
療
法
士
等
学
生
の
経
験
に
資

す
る
た
め
で
は
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
で
は
、
す
で
に
治
療
方

針
が
立
て
ら
れ
て
治
療
が
相
当
程
度
進
ん
で
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
新
規
の
患
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
初
期
評
価
か
ら

学
生
に
実
施
さ
せ
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不
必
要
な
様
々
な
検
査
を
患
者
に
強
い
る
こ
と
を
意
味
し
、

病
気
の
治
癒
及
び
症
状
の
改
善
と
い
う
患
者
に
と
っ
て
の
本
来
の
目
的
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な

実
習
は
、
例
え
患
者
が
同
意
し
て
い
た
と
し
て
も
倫
理
上
問
題
が
あ
り
、
実
習
と
し
て
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

臨
床
実
習
の
実
態
に
つ
い
て

一
）

理
学
療
法
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
関
し
て
具
体
的
な
内
容
を
明
確
に
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
内
容
は
医
学
生
や

看
護
学
生
と
比
較
し
て
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
学
生
が
臨
床
実
習
に
お
い
て
理
学
療
法
等
を
行
う
の
で
あ

れ
ば
、
「
臨
床
実
習
検
討
委
員
会
最
終
報
告
」
及
び
「
看
護
基
礎
教
育
に
お
け
る
技
術
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討

三



会
報
告
書
」
の
よ
う
な
細
か
く
具
体
的
な
指
針
を
作
ら
な
い
限
り
、
患
者
及
び
学
生
に
対
す
る
安
全
性
の
確
保
は
不
可

能
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
も
理
学
療
法
学
生
の
臨
床
実
習
に
関
す
る
指
針
は
な
い
と
認
め
て
い
る
が
、
「
臨
床
実
習
検

討
委
員
会
最
終
報
告
」
及
び
「
看
護
基
礎
教
育
に
お
け
る
技
術
教
育
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
に
相
当
す

る
指
針
が
必
要
で
は
な
い
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二
）

理
学
療
法
士
等
の
入
学
定
員
が
二
万
名
を
超
え
る
現
状
で
、
こ
れ
ら
の
学
生
に
対
し
て
十
八
単
位
（
八
百
十
時
間
）

の
臨
床
実
習
を
指
導
す
る
理
学
療
法
士
等
は
何
名
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三
）

理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
お
い
て
は
、
実
習
指
導
者
の
う
ち
一
人
が
三
年
以
上
の
業
務
経
験
を
有
し
た
も

の
で
あ
れ
ば
臨
床
実
習
地
の
指
導
者
の
要
件
は
満
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
看
護
学
生
の
臨
地
実
習
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
実
習
調
整
者
・
実
習
指
導
教
員
に
相
当
す
る
規
定
も
な
く
、
さ
ら
に
実
習
指
導
者
に
実
習
指
導
者
講
習
会
の
受

講
義
務
も
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
臨
床
経
験
一
〜
二
年
で
指
導
者
等
講
習
会
に
参
加
し
た
こ
と
の
な
い
理
学

療
法
士
が
、
実
習
指
導
者
と
し
て
独
断
で
学
生
を
指
導
す
る
実
態
が
あ
る
。
理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
つ
い

て
指
導
方
法
を
標
準
化
し
、
現
状
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
即
し
た
実
習
を
学
生
に
保
証
す
る
た
め
、
臨
床
実
習
指
導
者
の

研
修
を
義
務
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

四



四
）

専
門
科
目
の
卒
業
要
件
単
位
の
約
三
割
を
占
め
る
臨
床
実
習
は
、
療
法
士
等
養
成
課
程
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
科

目
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
一
方
で
、
臨
床
の
理
学
療
法
士
等
の
業
務
は
年
々
過
重
を
極
め
、
臨
床
実
習
を
引
き
受
け

る
こ
と
は
負
担
で
し
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
現
状
の
よ
う
な
無
償
を
前
提
と
す
る
臨
床
実

習
指
導
体
制
は
今
後
維
持
不
可
能
で
あ
る
。
臨
床
実
習
指
導
者
の
地
位
向
上
及
び
臨
床
実
習
指
導
に
対
す
る
対
価
の
支

払
い
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

五
）

理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
第
二
条
第
十
号
で
「
臨
床
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
病
院
、
診
療
所
そ
の

他
の
施
設
を
実
習
施
設
と
し
て
利
用
し
得
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
適
当
な
病
院
、
診
療
所
そ
の
他
の
施
設
」

と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
施
設
か
。
看
護
学
生
の
臨
地
実
習
施
設
の
規
定
と
対
比
し
て
示
さ
れ
た
い
。
実
習
指
導
者

に
対
す
る
研
修
の
義
務
づ
け
が
な
く
、
養
成
施
設
側
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
も
不
十
分
で
あ
る
な
ど
、
実
習
施
設
と
し
て
必

要
な
要
件
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
臨
床
実
習
に
お
け
る
様
々
な
問
題
発
生
の
根
本
原
因
と
な
っ
て
い

る
。
実
習
施
設
の
要
件
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
い
。

六
）

看
護
学
生
の
臨
地
実
習
に
関
し
て
は
、
「
実
習
施
設
に
は
、
実
習
生
の
更
衣
室
及
び
休
憩
室
が
準
備
さ
れ
て
い
る
と

と
も
に
、
実
習
効
果
を
高
め
る
た
め
討
議
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
理

五



学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
に
関
し
て
は
、
一
部
の
実
習
施
設
で
は
、
実
習
生
の
更
衣
室
及
び
休
憩
室
ど
こ
ろ
か
、

実
習
生
の
ロ
ッ
カ
ー
や
机
さ
え
提
供
さ
れ
な
い
た
め
、
休
憩
時
間
中
に
施
術
台
の
上
に
パ
ソ
コ
ン
を
置
い
て
作
業
を
し

て
い
る
実
態
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
病
院
及
び
診
療
所
等
は
実
習
施
設
と
し
て
適
切
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七
）

医
学
生
の
臨
床
実
習
に
関
し
て
は
、
学
校
と
臨
床
実
習
先
病
院
と
の
間
で
臨
床
実
習
に
関
す
る
取
り
決
め
を
文
書
で

交
わ
す
よ
う
「
医
学
教
育
モ
デ
ル
・
コ
ア
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム－

教
育
内
容
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン－

平
成
二
十
二
年
度
改
訂

版
」
で
指
針
が
示
さ
れ
、
指
導
者
は
大
学
で
決
定
さ
れ
た
『
臨
床
実
習
の
指
針
』
に
則
っ
た
学
生
の
学
習
を
支
援
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
理
学
療
法
士
等
学
生
の
臨
床
実
習
で
は
こ
れ
に
相
当
す
る
指
針
が

出
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
習
施
設
と
養
成
施
設
と
の
連
携
が
な
く
、
養
成
施
設
は
実
習
施
設
へ
実
習
を
「
丸
投
げ
」

し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
理
学
療
法
士
等
養
成
の
た
め
の
臨
床
実
習
と
い
う
の
は
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
指

定
規
則
で
定
め
ら
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
環
で
あ
り
、
法
令
・
関
係
団
体
の
指
針
・
養
成
校
の
方
針
の
も
と
に
実
施

さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
臨
床
実
習
を
受
け
入
れ
た
実
習
施
設
の
裁
量
は
、
法
令
・
関
係
団
体
の
指
針
・
養
成
校

の
方
針
の
範
囲
内
で
の
み
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
態
を
調
査
の
う
え
、
養
成
施
設
及
び
臨
床
実
習
施
設
を
指
導
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

六



八
）

重
大
な
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
数
の
学
生
が
臨
床
実
習
を
終
了
で
き
ず
、
留
年
・
退
学
・
実
習
の

や
り
直
し
と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
政
府
は
早
急
に
以
下
の
調
査
を
行
い
、
実
態
把
握
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

①
臨
床
実
習
を
終
了
で
き
ず
、
留
年
・
退
学
・
実
習
の
や
り
直
し
と
な
る
学
生
の
発
生
頻
度
と
そ
の
原
因
及
び
背
景
。

②
実
習
中
の
学
生
の
平
均
睡
眠
時
間
。

③
徹
夜
な
ど
の
対
応
が
必
要
と
な
る
背
景
。

④
臨
床
実
習
期
間
中
に
精
神
疾
患
に
罹
患
す
る
学
生
の
発
生
頻
度
と
そ
の
原
因
。

⑤
臨
床
実
習
期
間
中
に
自
殺
あ
る
い
は
自
傷
し
た
学
生
の
人
数
と
そ
の
原
因
。

九
）

平
成
二
十
一
年
五
月
十
四
日
に
全
国
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
校
協
会
・
社
団
法
人
日
本
理
学
療
法
士
協
会
・
社
団

法
人
日
本
作
業
療
法
士
協
会
か
ら
、
抜
本
的
な
教
育
制
度
の
見
直
し
を
行
う
よ
う
要
望
書
が
提
出
さ
れ
、
具
体
的
提
言

ま
で
行
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で
見
直
し
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。

ま
た
、
上
記
要
望
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
専
任
教
員
の
基
準
見
直
し
に
つ
い
て
、
何
故
七
年
間
も
放
置
さ
れ
た
の

か
。
そ
の
理
由
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

十
）

今
回
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
を
行
う
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
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見
直
す
の
か
大
枠
の
基
本
を
示
さ
れ
た
い
。

十
一
）

現
行
制
度
下
で
あ
ま
り
に
も
多
く
の
問
題
が
発
生
し
実
際
に
自
殺
者
ま
で
発
生
し
て
い
る
以
上
、
理
学
療
法
士
等

学
校
養
成
施
設
の
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
公
開
で
議
論
し
広
く
意
見
を
求
め
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

三

養
成
施
設
に
つ
い
て

一
）

高
齢
化
社
会
を
前
に
理
学
療
法
士
等
養
成
の
必
要
性
が
高
ま
り
、
養
成
校
の
新
規
設
立
が
促
さ
れ
、
理
学
療
法
士
等

が
急
増
し
た
が
、
そ
れ
に
見
合
う
法
令
の
整
備
を
怠
っ
た
た
め
、
養
成
教
育
の
質
の
低
下
ひ
い
て
は
理
学
療
法
士
等
の

質
の
低
下
を
招
く
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
一
部
に
は
、
理
学
療
法
士
等
は
飽
和
状
態
に
達
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ

り
、
量
か
ら
質
へ
と
い
う
観
点
で
、
養
成
に
関
し
て
は
高
等
教
育
へ
の
移
行
が
必
要
と
い
う
声
も
上
が
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二
）

理
学
療
法
士
等
養
成
施
設
の
「
専
任
教
員
」
と
は
ど
の
よ
う
な
教
員
を
意
味
す
る
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三
）

一
部
の
理
学
療
法
士
等
養
成
施
設
が
法
令
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
団
体
は
養
成
教
育
の
質
を
担
保

す
る
た
め
に
地
方
厚
生
局
へ
報
告
し
指
導
を
仰
い
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
内
で
も
養
成
施
設
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の
「
質
の
確
保
が
重
要
」
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
改
善
指
導
に
も
関
わ
ら
ず
翌
年
以
降
も
定
員
を
超
え

る
学
生
を
入
学
さ
せ
た
り
、
専
任
教
員
の
人
数
が
足
り
な
い
等
、
理
学
療
法
士
等
学
校
養
成
施
設
の
指
定
基
準
を
満
た

さ
な
い
養
成
施
設
が
放
置
さ
れ
て
き
た
実
態
が
あ
る
。
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
毎
年
提
出
さ
れ
る
報
告
に
関
し
て
も
、
不
備
が
明
ら
か
な
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
受
理
し
、
そ

の
後
、
指
導
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
指
定
養
成
施
設
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
杜
撰
な
管
理
監
督
は
、
立
ち
入
り
調

査
権
や
罰
則
の
規
定
が
な
い
等
、
指
定
取
り
消
し
の
た
め
の
具
体
的
手
続
き
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
の
見
解
を
求
め
る
。

四
）

一
部
の
養
成
施
設
で
行
わ
れ
て
い
る
学
生
の
勧
誘
は
、
養
成
校
の
評
価
と
結
果
の
公
表
及
び
情
報
の
公
表
の
点
か
ら

だ
け
で
は
な
く
、
消
費
者
契
約
法
及
び
景
品
表
示
法
の
観
点
に
お
い
て
も
重
大
な
疑
義
が
あ
る
。
修
業
年
限
内
に
卒
業

す
る
学
生
数
が
入
学
時
の
学
生
数
の
半
数
程
度
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
秘
匿
し
学
生
を
勧
誘
す
る
こ
と

は
不
利
益
事
実
の
不
告
知
に
、
養
成
校
の
新
卒
学
生
の
み
の
合
格
率
を
、
全
国
の
新
卒
及
び
既
卒
者
合
計
の
平
均
合
格

率
と
比
較
し
て
表
示
す
る
の
は
優
良
誤
認
表
示
に
あ
た
る
可
能
性
が
あ
る
。
養
成
施
設
は
国
か
ら
指
定
を
受
け
た
教
育

機
関
で
あ
り
、
特
に
新
設
の
養
成
施
設
に
対
し
て
は
「
理
学
療
法
士
等
養
成
所
初
度
設
備
整
備
事
業
の
実
施
に
つ
い
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て
」
（
平
成
四
年
）
に
基
づ
き
公
費
ま
で
投
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
高
い
規
範
意
識
が
求
め
ら
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
養
成
施
設
の
学
生
勧
誘
方
法
に
つ
い
て
、
早
急
に
実
態
を
調
査
し
是
正
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

一
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